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社会学的発展モヂルとそのイヂオmギー的背景

　家族の歴史的発展にっいて今日われわれが抱いているイメージは，もと

もと歴史学の研究成果から生まれたものではない。それは社会学からはる

かに強い影響を受けている。歴史家はこれまでこのテーマをほとんど扱っ

てこなかったし，扱った場合は極めて一面的な視角からであった。っい最

近になってやっと歴史家のあいだでも家族の歴史的発展にっいてのかなり

広い関心が生じてきた。これにたいして社会学においては，家族はすでに

19世紀半ばから中心的な研究対象なのである。

　家族の発展に関する社会学の諸理論は，その枝葉の部分でいかに異なっ

ていようとも，一つの共通点をもっている。それは，多人数の家族形態か

ら少人数のそれへの発展という一般的な基本傾向の想定にほかならない。

工業化の過程はこの変化にとっての決定的要因とみなされている。工業化

以前の大家族と近代の小家族というこのような二分法は，社会学の教科書

中のこの問題に関する説明を広く支配しており，しかもそれは決してドイ

ツ語圏だけのことではない。そして大抵の場合，以前の時代の家族形態が

大規模であったのは，親族，特に祖父母が同居して世帯を構成していたか

らだ，と想定されている。

　家族の発展に関するこのような表象ができあがるにさいして絶大な影響

力を及ぼしたのは，経験的家族社会学の創始者であるフランス人フレデリッ
　　　　　く1　
ク・ル・プレ（1806－－1822）であった。古い時代の支配的な家族形態がい

わゆる「直系家族」であったというかれの見解は，広く普及した。この直

系家族においては，三世代，すなわち，家を所有する両親，遺産を分割せ

ずに譲り受けることになっている長男とその妻子，ならびにその長男の未
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婚の弟妹たちが同居する，と考えられている。ル・プレは直系家族に，両

親と子供だけから成る核家族一一これをかれは「不安定家族」と呼ぶ一一

を対置し，これを工業化もしくはそれによって引起こされた社会的変動の

産物として描いた。

　ル・プレは経験的な社会科学者であるばかりでなく，社会改革者でもあっ

た。かれの同時代人であった。ドイツにおける家族社会学の開拓者ヴイル
　　　　　　　　　　　　　　く2）
ヘルム・ハィンリッヒ・り一ル（1823－－1897）にっいても，同じことが言

える。過去の家族形態を問題にする出発点は，両者いずれにあっても現代

社会にたいする批判である。工業主義と個人主義の有害な影響に起因する

社会的大変動の危機現象を目のあたりに見たかれらは，伝統的な家族形態

とその価値体系の復興によってそれを克服しようとした。父親の権威，古

くからの家族的な絆，および崩壊しかかっている伝来の習俗の再建にかれ

らが期待したものは，社会の安定化であった。こうして古い秩序からとっ

てこられた社会改造の理想像は過去の分析と合流し，かれら自身の政治的

願望は歴史からその正当性を受取るのである。

　必ずしも同じ復古的な立場からではないけれども，しばしば後代の社会

科学者たちも，その時々の社会的状況にたいして似たような批判的態度を

とりながら，過去の家族像を描いてきた。近代的小家族のエゴイズムと個

人主義には，援助を必要とする近親者にたいする古き時代の費任感が対置

され，現代の冷やかで事務的かっ非人間的な社会的関係には，かっての強

固な親族の絆が対置され，個性を最大限に伸ばそうとする願望には，個人

の感情よりも家族の相互息災を進んで優先させる往時の心構えが対置さ

れ，権威の失墜には家父長的な家族ヒエラルヒーが対置され，性的放縦に

は，遅く結婚するか独身のままでいることによって禁欲を守ろうとする心

構えが対置された。前工業化時代には，複雑な家族構造の大世帯に子だく

さんの夫婦がその年老いた両親や援助を必要とする親族と仲睦じく一緒に

暮らしていた，という表象は，以上のような二項対立によく適合していた。

　だが，古い家族の歴史的形態にっいての支配的なイメージは，決して社

会批判およびそれから発した社会科学の諸理論だけによって造りだされた

のではない。すでに家族社会学的研究が開始される以前に，ロマン主義と

ビーダーマイヤー文化において，異常な広がりと持続性をもった，過ぎ虫

りし時代の家族秩序の理想化が生じていた。その芸術的表現は，例えばルー
　　　　　　　　（3ラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
ドヴィヒ・リヒターが描いた家族の絵やグスターフeシュヴァープのよく

知られたバラードr雷雨」に見出される一r會祖母と祖母と母と子が静
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かな小部屋に一緒に居る……」

　このようなロマン主義的牧歌風策は，表面的には無害のように見えるが，

その背後にある表象世界はしばしばそうではない。ル・プレとリー一ルにし

てからがすでに，強力な反民主主義的傾向の基礎構築に利用するために，

歴史的な大家族形態の権威的構造を引合いに出したのである。かれらより

も学問的志向に乏しい同時代人や後代の人々は，それほどきめ細かな仕方

でこの手段を用いなかった。父親の権滅強化を求める要求が，権威主義的・

ファッショ的政治運動の綱領項目に必ず登場してくるのは，決して偶然で

はない。家父長的大家族およびそれと結びっいた従属関係の美化は，現代

的関心のなかで，歴史的に信頼された手本として理想化されてきた。この

ような家族の理想像には，種々の危険な傾向が隠されている。民主主義に

たいする潜在的な敵意以外には，とりわけ女性の地位解放を否定しようと

する思考が存する。温情主義的構造の大家族に見られる厳格な父権的秩序

においては，女性は権限の弱い地位しか与えられないからである・ル・プ

レが造りだした直系家族という概念は，長子優先のゆえに息子たちの地位

に関しても反平等主義的な性格を露呈している。歴史的な大家族形態の喧

伝者たちは，構造的な結接点をなによりもまず農村社会に見出した。それ

ゆえかれらは，農民家族の伝統的秩序の再生を期待した。その結果かれら

は，都市的・工業的生活形態一般にたいして反感を抱くことになる。次の

ような特徴の症候群が決して偶然にではなく実に頻繁に見られる・すなわ

ち，一方には，都市的中心地から発する「デカダンス」にっいての苦情，

文化ペシミズム，根本的に反近代主義的な立場，他方には強固な権威的従

属を伴った・歴史的に存在したと誤認された家族形態一その遺物は僻遠

の農村地域に残っていると考えられた一一の鑛美。

　このように過ぎ去りし時代の家族構成にっいての支配的イメージは，多

数の可能なイデオロギー的含意をもっている。それらは，繰返し再活性化

され，現実的関心の的になりうるものである。家族を自然によって定めら

れた秩序形態とみなし，それゆえにそれを伝来の形態で維持ないし再建す

ることが肝要であるとする一一般的傾向は，そのような危険を強める。こう

した状況においては，過張の家族形態の実際の規模や構造にっいての知識

は，現代の社会的意識にとって軽視すべからざる重要性をもつように思わ

れる。数世代の生活共同体としての大家族は，前工業化時代には実際一般

的に支配的な形態だったのだろうか。ヨーロッパの社会発展の太古の時代

から，大家族は変わることなく支配的な形態だったのだろうか一一一いわば
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人類学的定数として。それともそれは，その時々の特殊な社会的条件から

説明される部分的現象の一般化一一特殊なものを一般化して現代の社会政

策上の目標のためにそれを理想化する神話……なのだろうか。

歴史的・統計的分析の成果

　工業化に伴う大家族から小家族への縮小という家族社会学の主張は，統

計的に点検可能な現象である。これに関する最良のデータ資料が存在する

のは，早くに工業発展を遂げた古典的な国，すなわちイギリスにっいてで

ある。ここでは16世紀にまでさかのぼって，包括的なテスト・サンプルー一一

とりわけ農村共同体からの一一に基づいて，平均的な世帯規模が計算され

た。家族が限定可能な量的に把握されうる社会集団たりうるのは，それを

家共同体ないし世帯共同体という観点から扱う場合だけである。これを越

える親族関係のネットワークは，限界づけることができず，問題になる人

ごとに変わってくる。前工業化時代にっいて計算された平均的な世帯規模

は，確かに今日のそれにたいして一定の差異を示しているが，しかしその

相違は特に印象的というわけではない。ヱ6，17および18世紀には平均値は

ほとんど変わらず4．75人であったのにたいし，現代の平均は3．04人である。

これらの古いデータに関する限り，工業化以前の大家族を云々することは

ほとんどできない。けれども，もう一っの観点のほうがはるかに璽要であ

るように思われる。それは，家族世帯の縮小化は決して工業化の開始とと

もに起こったのではないということである。逆にいくっかの工業化された

農村地域では，19世紀中にさえ〔家族規模の〕ある程度の増大が観察され

るのである。平均的な世帯規模の著しい縮小は20世紀初頭にやっと始まる。

それは，改良された居住状態，単独世帯の増加および子供の数の減少と結

びっいていた。イギリスにっいて観察されるこうした発展は決して孤立し

た現象ではない。例えばウィーンでも平均的な世帯規模は1890年にはまだ

4．68人，1900年には4．4人，1910年には4．11人であったが，続く数十年に

やっと減少し，1934年には2．9人，1951年には2．38人，1961年には2．32人

となった。工業化の過程と一世帯に同居する人数の減少との直接的な関連

は，西欧の工業諸国のいずれにおいても観察されえないのである。

　今H西ヨーuッパで見られる中位の世帯規模は，すでに前工業化時代の

西ヨーロッパのかなり大きな都市で確認することができる。1775年にアン
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トワープは，今臼のイギリスと同じ3．04人の∫9均値を示していた。同じ時

代のブリ＝ッセルは，それを少し上回る3，2人であった。この点での都市

と農村の相違は中世末期にまでさかのぼりうる。フィレンッェでは1427年

に3．8人が一世帯に同居しており，同市の周辺地区では5．ユ人であった。

工業化以前のヨーロッパの都市における平均値を，今日われわれが住んで

いる都市化の進んだ社会と対比してみるなら，差異はもっとずっと目立た

なくなる。農村地域からのテスト・サンプルは，ユ7および18世紀にっいて

はまったく異なったデータを提供している。平均値は，西ヨーロッパと中

部ヨーuッパの大抵の地域において4人と5．5人のあいだにあるが，これ

をかなり上回って上昇した所も数多くあるe東ヨーロッパと南東ヨー一一　uッ

パからの例は，並外れて高い平均値を示している。

　平均的な世帯規模の比較には，もちろん不確かな要素がある程度含まれ

る。地方の住民名簿の作成者たちは，家族集団の範囲を確定するにさい

して必ずしも同じ規準を用いていないからである。そしてどの人々がこの

〔家族という〕集団に属するかという問題は，必ずしも一様にはっきりと

答えられうるものではない。両親と子供だけでなく，親族をも含めて考え

るのが普通である。使鯛人が算入されることにっいても一一一・maに疑いない。

問題が生じるのは，親族でない他の同居人がいるような状況，とりわけか

れらが結婚して子供がいるような場合である。こうした範囲確定の問題に

っいては，例えば生産または消費の共同性といったような機能上の規準に

よって決定せざるをえないであろう。だが大抵の場合，住民名簿そのもの

からこれにっいての解決を得ることはほとんどできない。だから平均的な

世帯規模の比較は，常になんらかの疑点を残すことになる。そうした比較

は，ここで関心の対象となっている間題にっいて，第一次的な方向づけを

与えることができるにとどまる。これよりもはるかに重要なのは，各時代

において同居している集団の内的構造である。

歴史上の大家族形態とその地域的分布

　まず歴史上の家族構成における世代の数にっいていえば，これに関する

極めて印象的な事例を伝えているのはこれまでのところロシアである。1814

年の大ロシアのリャザン県でつくられた住民名簿には，一世代および二世

代家族は33．5％しか見出されないのに，三世代に広がる家族が59．0％，四
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世代にまでも広がる家族が7。5％となっている。最後のものは，中部ヨー

ロッパと西ヨーロッパではまったく希有な例外に属する現象である。そこ

での三世代家族の割合は，しばしばロシアにおける四世代家族の割合にも

達していないのである。〔ロシァのいくっかの地域では〕家共同体は平均

して約ユ0から1ユ人を擁する。大抵の家共同体は，家族の核たるいくっかの

夫婦を中心に集団を成している。その成員となっているのは，家長の子孫

ならびに傍系親族たちである。こうした高度に複雑な家族構成が発生した

根本的な理由は，uシァで広く行われていた共同地の定期的な割替えシス

テムであったようである。というのも，一家あたりの既婚の男性数から出

発して持分の算定がなされたからである。

　複雑な構造をもっ非常に包括的な家族団体は，東ヨーロッパではバルト

海沿岸において証明されている。1683年のエストニァと1797年のリトアニ

ァからの二つの例は，二組もしくはそれ以上の夫婦を中心に集団を成して

いる家族が41％と64％いたことを示している。この外に，親族を含む拡大

家族がそれぞれU％ずつ付加わる。三世代の親族の同居は，これらの家共

同体の26％と43％となっている。ここにおいても，家族の直系的な拡張と

並んで，傍系的な拡張が大きな役割を演じていた。特に注目に値すると思

われるのは，結婚してサブシステムとしての家族を形成している下男の頻

出度である。多くの場合，かれらもやはり家長あるいは家婦の親族であっ

た。

　最も良く知られかつ頻繁に調査されてきた農村の大家族の例は，バルカ
　　　　　　　　　　　　く5　
ン半農のいわゆるザドルーガである。それは，クロアチァ，ボスニァ，セ

ルビア，モンテネグロ，アルバニア，マケドニアおよびブルガリァで見ら

れ，古い時代においては広い地域にわたって支配的な家族類型であった。

とりわけ注目に値すると思われるのは，この大家族形態の尋常でない拡大

能力である。19世紀には80人もの所属員から成るザドルーガが観察された。

これはもちろん標準的な例ではない。だが，20から30人の成員を擁する家

共同体は当時決して珍しくなかった。ユ863年の人口調査によれば，調査さ

れた一群の村では，住民の70－90％が6人以上の家族のなかで暮らしてい

た。ザドルーガに関する量的データは，14世紀にまでさかのぼって収集さ

れている。1330年の住民名簿では，典型的な大世帯には7からU人の成年

男性が見られるが，これはおよそ16から25人の家族成員に見合っている。

大家族の中心となっている既婚の成年男性たちは，原則的に父系的同族団

体に属していた。家族編成にとってのこうした男系の役割は，ザドルーガ
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の構造的特徴であって，南スラヴ民族に見出される顕著な祖先意識と関係

していることは確かである。

　大家族形態はハンガリーの多くの地域にもかなり分布していた。18世紀

末および19世紀初頭でのそうした状況の例証たりうる二っの村落がある。

そこでは，三世代家族がそれぞれ31％と32％を，また少なくとも二つの核

をもつ複合家族が39％と36％を占めていた。もちろんハンガリーにはまっ

たく正反対の例も見られる。ユ6世紀半ばにつくられた二つの住民名簿には，

2ないし3％の三世代家族しか示されていない。もっと後の時代の別の資

料からも，同様に非常に異なった状態が推測される。

　これまでイタリアについて編集された資料も，ほとんど統一性を示して

いない。複合的な世帯共同体が9あるいは11％しかない農村共同体もあれ

ば，トスカナの三つの村ではそうした家族形態が44，39および45％という

非常に高い値を示している。これらのデータは18世紀のものである。しか

し1427奪のトスカナの「土地台帳」によれば，農村地域における複合家族

形態の最高比率は20％にしか達しなかった。

　支配的な家族形態に関して比較的よく記録が残されているのはフランス

である。南フランスと中部フランスの農村地域では親族を含む拡大家族な

いし複合家族の類型が優勢であったことが，ますます明瞭になってきた。

これらの類型で問題となるのは決して三世代家族だけではない。比較的頻

繁に出てくるのは，幾人かの既婚の兄弟の同居，いわゆる「フレレシュ」

（fr6rδche）である。複合家族はとりわけリムザンの諸地域で高い比率に

達し，そこの多くの共同体では家族の40％以上が単核〔家族〕でなかった。

南フランスと中部フランスにおける複合家族形態の発生にとっては，領主

綱の影響が決定的であったようである。単子相続が支配的であったことも，

説明要因として挙げることができるだろう。

　ロァール河以北では状態はまったく違っている。ここでは紛れもなく核

家族が優勢である。18世紀にっくられた二つの住民名簿は，親族をまった

く含まない76％と81％の単純家族世帯を示している。複合家族形態は3％

と2％にしか達せず，三世代が同居している家族は8％と5％にしかすぎ

なかった。

　北フランスは明らかに，農村においてさえ前工業化時代の相当に早くか

ら多世代家族が相対的に小さな役割しか演じていなかった西ヨごロッパお

よび中部ヨーロッパの地帯に属する。この点に関して最も良く研究されて

いるのはイギリスである。16世紀末から19世紀にいたるまでの住民名簿の
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調査が行われた100の共同体において，複合家族の比率は5％を，拡大家

族のそれは20％を越えないのである。三世代家族にっいては，包括的なサ

ンプルから，平均値5．7％と計籏された。

　ネーデルランドにっいては，広範囲な澗査の結果，ほとんど同じような

結果が得られた。ベルギーの例もこのような像に合致する。ドイツについ

ては，まだあまり多くの分析がなされていない。けれどもそれらの分析は

これまでのところ，根本的にかけ離れた結果を示しているわけではない。

すでに前工業化時代に多世代家族が相対的に少ししか存在していなかった

地帯は，中部ヨーロッパ全体に亘っている。オーストリアの状態からして，

このことはほぼ確かであるように思われる。

　ここで調査された資料は，イギリスのそれと同じほど広範囲なもので，

中世末から20世紀にまで及んでいる。この史料によれば，三世代が同居し

ている家簾の比率はかなり低い。最高のパーセンテージが見出されるのは，

富裕な農民層のいる地域である。老いた両親ないし親族との同居は階層に

よって非常に違っているという観察は，他の諸地域での調査結果とも一致

する。農村の下層民たちのあいだでは，三世代家族はほとんど完全に欠如

している。複合家族と拡大家族の比率は，集落が都市中心地に近づくにつ

れて低下するということが，オーストリアの資料からかなりはっきりと言

える。都市でのその比率は最低である。こういった都市と農村との相違も，

他の諸地域での同種の調査によって実証される一般的現象である。複合家

族と拡大家族の数が相対的に少ないにもかかわらず，時々オーストリアの

史料からは，一家ないし一世帯あたりの平均人数はかなり多いという結果

が得られる。これは，何よりも相当に高い使用入の比率によって説明され

る。

　これまでの研究が許す限りでヨーロッパにおける比較にっいて一般的な

ことを述べるなら，多世代家族と親族を含むその他の拡大家族の類型は，

西ヨーロッパおよび中部ヨーロッパの多くの地域ではすでに前工業化時代

から相対的に稀であった，と言うことができる。この点は，とりわけ東ヨー

ロッパおよび南東ヨーロッパとの対比において鮮明になる。個々の住民名

簿のパーセンテージが，特定の家族構造の支配的分布に関してどの程度ま

で説明しえているのかは，確かに問題である。家族状況調査はいわばスナッ

プ写真を撮るようなものである。家族構造は家族周期の経過のなかではじ

めて十分に明らかになる。ある家族構造が優勢だからといって，ある特定

地域の全住民が家族状況調査の時点でそのような家族構成をとっていたと
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いうことにはならないという思慮は，確かに正当である・三世代の嗣居は

家族周期のその時々の段階に依存しているという指摘も，岡様に正当であ

る。だから例えば，両親または片親との同居は，50－60歳の農民の家族よ

りも，農場を譲られて間もない若い農民の家族ではるかに頻繁に見られる

であろう。だがここから，住民に関する個々の名簿における多世代家族の

比率が低くても，直系家族構造を云々しえると結論することは，やはり正

しくないように思われる。個々の家族状況調査は，多少とも代表的な断面

を映しだして，多世代が同居している家族周期段階が当該住民のなかにど

れほど多く，またどれほど長期にわたって現われているかを示すものであ

る。家が家族から〔次世代の〕家族へと譲り渡される社会では，若い夫婦

が生涯のある段階を少くとも片親と同居することになるのは，それ自体自

然なことである。そのような（家族〕構成は，その比率が非常に高い場合

も非常に低い場合も同様に，直系家族構造の表徴とはみなされえない。中

部ヨーnッパおよび西ヨーロッパの多くの地域では，農民家族において，

多世代の同居は比較的珍しく，かっその期間も比較的短かった。われわれ

が他の諸地域で見出すような長期間の同居は，ここでは明らかに得ようと

努力もされなかったし，それどころか意識的に回避された。この点は，説

明を要する決定的な構造的特徴である・

直系家族と隠居制家族

　家族周期の進行段階から見れば，三世代の同居に関していま一つの別の

区別を行うのが適当と思われる。多世代家族において権威者の地位が第一

世代にあるなら，それは狭義の直系家族である。その場合，第二および第

三世代に属する者たちは家父長の戸主権力に服する。例えば，ザドルーガ

のような直系的拡大形態の場合がこれに当たる。南フランスの多くの地域

の場合も同様である。三世代家族のもう一つの形態は，農民の隠居制によっ

て特徴づけられるように思われる。この隠居の制度は中部ヨーロッパおよ

び西ヨーロッパに広く分布している一一アイルランドからズデーテン地方，

ノルウェーからアルプス山地にいたるまで。老農民ないしその妻がすでに

隠居している場合には，家族における権威は中間世代の手中にある。これ

こそ本来の直系家族構造との本質的な相違であるが，歴史的な大家族形態

に関する議論ではしばしば無視されている。人的構成から見ると，例えば，
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この類型にあってはしばしば夫に先立たれた母親だけが第一世代を成すの

にたいして，直系家族構造の場合には家父が一連の世代の頂点に立ってい

る，という著しい違いがある。家族内の関係のあり方にっいて言えば，直

系家族では成人した既婚の息子もその嫁も同様に家父の権力に支配される

という点が特に璽要である。三世代家族の，主として中部ヨーuッパおよ

び西ヨーロッパに分布している形態においては，一般にそういった従属関

係は起こらない。その代わりにこの形態の場合，老いた両親との同居が煩

わしくなることもある。隠居した老農民の状況は，農民の家共同体での老

人扶養を理想化した絵で描かれているようにみな幸福であったとは決して

考えられないのである。

　したがって，多世代家族の二つの基本類型の決定的な相違は，家長が生

きているうちにその地位を後継者に譲る可能性にある。こうした交替はと

りわけ農民たちにとって重要である。隠居の制度は元々は経済的な根拠を

有し，肉体的な力を十二分にもった家長による経営管理を保証すべきもの

であった。これはとりわけ領主の利益に適っていた。貢租給付を考慮に入

れて，かれらはきちんとした経営管理を守らせようとしたからである。隠

居制がある地域でどれほど普及するかはもちろん多種多様な要因に左右さ

れる一例えば，地方の相続慣習（隠居制は分割相続よりも単独相続にお

いてはるかに頻繁である），財産規模（中・小農よりも大農のほうが農場

を容易にかつ早い時期に譲ることができる），地方の経営方法，農業市況

等々に左右される。そのため隠居制は多様な形態に分化し，それらは農民

の多世代家族の頻出度に強い影響を及ぼした。

　隠居の制度は中部ヨーロッパおよび西ヨーロッパでは中世にまでさかの

ぼる。その重要性は工業化の過程によって少しも減らされなかった。隠居

制にとってこの過程の影響は皆無であった。だから「工業化以前の大家族」

というきまり文句は，せいぜい次のようにしか解することができないであ

ろう。っまり，工業化も一つの条件となって農業人口の比率が低下し，そ

のためにそれに典型的な家族形態も減少したのだ，と。他方では，まさに

工業化の時代に三世代家族の比率が上昇したことが確認されている。この

現象の原因は就業構造の変化にあるのではない。その動因はむしろ当時に

おける平均寿命の上昇である。平均寿命の上昇は，農村地方における隠居

制家族の増加のみならず，多くの都市や工業地域においても三世代家族の

比率の増大をもたらした。
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人口学的諸条件

　平均寿命という要因はわれわれを次のような悶いへと導く・そもそも前

工業化時代の西ヨーロッパおよび中部ヨーロッパには，人口学的諸前提か

ら見て，三世代家族が畏期間同居するという可能性は一体どれほど存在し

ていたのであろうか。これを決定づけるデ・…一・タとしては，一一方には平均寿

命，他方には世帯を譲り渡す親とそれを引継ぐ子供との年齢差がある。後

者はまた平均的な結婚年齢，出生間隔，子供の生存確率ならびに特殊な相

続慣習によって決まってくる。

　平均寿命は中部ヨーmッパでは前世紀に30歳上昇し，男は35から65歳に，

女は38から68歳になった。もちろんわれわれの場合この数字は使い物にな

らない。というのは，上の数値は子供の高い死亡率のうえに成立している

からである。複数世代の同居可能性如何という問いに直接係わってくるの

は，既婚者の平均的な死亡年齢だけである。例えば，フランスでは16およ

び17世紀にそれは55歳と60歳との問にあった。平均的な結婚年齢は同じ時

期に同国の北部でおよそ25－　30歳で，女よりも男のほうが少々高かった。

結婚後一年で子供が生まれ，これが男の子で，無事に成長して父の家の相

続人となり，自らもまた結婚後一年で父親となる，と仮定してみよう。こ

の場合でさえ，祖父と父親と子供が同じ一つの世帯に住む統計上の可能性

は比較的短期間に限られている。しかもこのような計算は，一連の追加的

な要因が実際の世代間隔を相当に広げることもあったという点を考慮して

いない。まず最初に考えられるのは子供と青少年の高い死亡率である。フ

ランスでは当時，20歳に達した者は出生者の半数を越えなかった。その歳

まで生き延びたのはたいてい第二子または第三子であった。出生間隔は，

農村住民のあいだでも都市の中・下層民と同様に，およそ2年と考えられ

る。上層階級における出生間隔がもっと短いことの理由については，後で

問題にしたい。少年の高い乳児死亡率を考慮するなら，第一子が生き延び

て少年になる確率は50パーセント以下であった。三世代家族ができあがる

可能性を問うさいには，こういった阻止要因の相乗作用を考えなくてはい

けない。そのうえさらに，多くの農村地方では長男ではなく末子が相続し

た。このような末子相続の場合，世代闇隔は父親と末子の年齢差として計

算されねばならない。普通この差は今日よりもはるかに大きかった。第一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（114）　　　133



子と末子との年齢差は20歳かそれ以上に達することがよくあった。農民社

会では，子供たちはしばしば父親の何屈かの結婚の産物だった。妻の死後

の再婚はここでは経済上必要な事であった。概して再婚や三度翻の結婚は，

旧ヨーロッパ社会において，今日よりもずっと大きな役割を演じていた一

離婚の可能性がなかったにもかかわらず。われわれの童話に登場する意地

悪い継母のモチーフは，こうした結婚形態のうちにその根拠をもっている。

二番目あるいは三番目の妻と夫とのあいだには，ほとんど常に相当の歳の

差があったので，一般に妻のほうが夫よりも幾分長生きした。三世代世帯

に第一世代所属者として同居していたのは，しばしば，そのような寡婦と

なった二番目あるいは三番目の妻で，彼女は家長やその家族とまったくff£1

縁関係にないことが時々あった。

ヨーロッパの結婚パターン

　人口学的データに基づいて行われた，多世代家族が成立する可能性につ

いてのこの考量は，一方では生物学的前提条件から，他方では社会的な前

提条件から出発した。後者のうちで重要なのは結婚年齢である。旧ヨーM

ッパ社会における平均的な初婚年齢に関しては，しばしば誤った見方が広

まっている。これに関するわれわれのイメー・一ジはあまりにもはなはだしく

君主たちの結婚の仕方によって染めあげられているが，そこでは住昆大衆

の場合とはまったく違った要因が働いていた。政治的同盟は，当箏者がし

ばしばまだ子供であるような結婚の約束によって確実なものとされた。実

際の婚礼もこうした観点から往々にして極めて早くに行われた。それにた

いする経済上の障害はなかった。王朝の存続を保証することが早婚のいま

一っの動機であった。だがそのような動機がかくも重大な役割を演じたの

は王家の場合だけであった。すでに上層階級としての貴族においては，一一

般にまったく違った結婚パターンが見出される。時には文学作晶の証書も

この点にっいてまるで間違った像を伝えている。シェイクスピアの『ロミ

オとジュリエット』で，キャピュレット夫人は14歳の娘にこう言っている。

fそれじゃ一つ，結婚のことも考えてみておくれ。このヴェロナでも，立

派なお嬢様方で，あなたよりは年下で，ちゃんともうお母様になっていらっ

しゃる方もあるのだから。考えてみると，お母様なども，あなたこそまだ

娘でいるけれども，あなたの年頃には，もうあなたという子供があったの
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ですものねエ。」（中野好夫訳）しかしこれは，決して工業化以前の世界に

おける結婚パターンの典型例ではなかった・当時の農民手工業者・商人・

そして貴族でさえもその大部分は，平均して現代の工業社会の人たちより

も早く結婚することは決してなかった。反対に全体としてはかなり遅い結

婚が普通であった。とにかくこのことは，中部ヨーwッパおよび西ヨーロッ

パの，多世代家族が稀にしか現われない地域には妥当する。16世紀末と18

世紀末の間の時代のイギリスの地域社会から選び出されたサンプルが明ら

かにしたところでは，20－24歳の年齢集団において，結婚していた者はわ

ずか男の16％，女の18％であった。25－29歳の年齢集団にっいてみると・

対応する数値はそれぞれ46％と50％に達した。17および18世紀のオースト

リアの一連の例が示すところによれば，20歳と24歳の間の男の集団で・既

婚者が13％以上いたところはどこにもなく，大抵は10％以下であった。同

じ年齢集団の女についてみると，30％の既婚者がいた例はたった一っだけ

で，その他はほとんどみな20％以下であった・北フランスの場合・農村共

同体の教区簿冊の分析が明らかにしたところでは，前工業化時代における

女の結婚年齢の平均値はおよそ25歳で，男のそれはこれよりも少し上であっ

た。南フランスー一一va合家族形態の分布領域一一では，対応する数値はもっ

と低い。だが特に目を瞠らせるのは，南東ヨーロッパおよび東ヨ’－mッパ

とのコントラストである。ベルグラードでは1733／34年に，20－24歳の年

齢集団において男は33％，女は92％が結婚していたe際立った多世代家族

に出くわす大ロシアのリャザン県の王領地においては，結婚年齢は特に低

かった。男では早くも16歳で結婚する者が，女ではすでに15歳で結婚する

者が最高パーセンテージを占めていた。これらの数字には，一方の西ヨwh

ロッパおよび中部ヨーロッパ諸国と，他方の東ヨーロッパおよび南東ヨ｝

ロッパ諸国との一一最近にいたるまで続いてきた一一結婚パターンの根本

的な相違が表わされている。西ヨーロッパおよび中部ヨーロッパの結婚の

あり方，簡略化して言えば「ヨーロッパ的結婚パターン」は，世界的に独

自なものであるが，これにたいして東ヨーロッパおよび南東ヨーロッパの

それは，ヨーロッパ以外の状態と相当に似通っている。前者のパターンは

二世代家族の優勢によって，後者のそれは，複数の夫婦を含むもっと大き

な家族団体への傾向によって特徴づけられる。
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食糧確保の問題としての拡大家族形態

　ところで，以上のような結婚年齢の相違は，生理学的発達の違い一一性

的成熟のはじまりが翠いか遅いか一によってではなく，社会的な要因に

よってのみ説明される。確かに思春期のはじまる年齢にっいては，著しい

地域的相違があったし，今もある。けれども，このことが結婚年齢の高低

に関係しているとは認められない。これにたいして，平均的な結婚年齢と，

その時々に支配的な家族形態の世代数とのあいだには，明確な関連のある

ことがはっきりしているeこの関連を見ると，西ヨーロッパおよび中部ヨー一

ロッパの多くの地域では，結婚年齢を高めることによって三世代の同居は

圓避されるか，少なくともできる限り短い期聞に制限されるべきものであっ

た，という印象を受ける。なるほどここでも隠居の制度が多世代家族の構

造的基点として存在していたのだが，そのような同居形態は決して努力昌

標ではなかった。農民経済にとって，隠居制は常に大変な重荷を意味し，

そうすることが可能であるならば回避された。とにかく中・小の財産所有

者にはこのことが当てはまる。そうした行動の必然的帰結が相対的に高い

結婚年齢であった。しばしば相続人は老農民の死まで結婚を控えねばなら

なかった・だから，三世代家族の低い比率と高い結婚年齢との因果的関連

は，次のようなものと考えられる。っまり，経済的な理由からして二世代

以上の同居は望ましくも可能でもなく，それゆえに結婚の時期が遅らされ

たのだ，と。

　中部ヨーロッパおよび西ヨーロッパを横切る広大な地帯における大家

族一三世代家族ならびに複合家族一の大幅な欠如が，〔係累扶養の〕重

荷を負いきれるだけの財産の不足に起因していたと言えるとすれば，こう

した特殊な状況の曲来を推測してもよかろう。この地域で個々の家族を養

う食糧の供給に一定の限界が生じたのは，同地で後々まで続いた農業構造

が造られた時代，すなわち盛期中世の大植民運動の時期のことであったに

ちがい1ない。この時期は経済的には「穀作化」の過程によって，定住様式

においては「集村化」の過程によって特徴づけられる。山岳地帯は別とし

て，当時一般に耕作の集約化が起こった。その基礎となったのは三圃農法

の普及であった。この農法はたいてい新しい耕地形態，すなわち，村落の

個々の農圃に一定の区画地を厳密に割当てるいわゆるゲヴァン耕地と手を
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たずさえて進んだ。こうした発展は計画的な村落設定を通じて行われた。

集落の稠密化によって人口の大増加が始まった。これらすべての事柄が農

民の家共同体の規模に影響を及ぼしたように思われる。農家の保有する土

地は今やもう限られた数の人々しか扶養することができなかった。ある単

位の所有地で生きてゆく集団を任意に拡大することは不可能になった。例

えば南スラヴ民族のザドルーガに見られるような規模の大家族団体は，こ

の集約的形態の耕作によって食糧生産の余地が狭く制限されていたために

全然ありえなかった。ところで，盛期中世の植民運動によって引起こされ

たような農業構造の徹底的変容が，まさに「ヨーロッパ的結婚パターン」

とそれに対応する家族形態の形成された地域に限られていたのは，刮目す

べきことである。東ヨーロッパと南東ヨーロッパの農村地域はこの移住運

動の圏外にあった。それゆえここでは，農村の生活条件がそのように決定

的に変化することもなく，あまり集約的でない古い経営形態がその後もそ

のまま維持されたのである。

農村と都市

　これまでは主として農民のあいだでの多世代家族形態と複合家族形態の

発生条件にっいて述べてきた。人口の大部分が農業で生活していた社会に

とっては，そのような家族形態が特別の重要性をもっている。もちろん農

業社会には農民以下の階層もおり，かれらにあっては家族構造の前提条件

がまるで違っていた。かれらのあいだに隠居の制度はなかった。〔住居の〕

空間的な条件からしても，また物質的な資力からしても，多世代の同居は

一般に無理であった。時には製造販売濡動による追加的な収入源のおかげ

で，比較的早い結婚と比較的大きな家族共同体が可能になった。けれども，

このような特殊な発展は例外であった。通常，農村の下層民は大家族形態

の分布領域ではなかった。

　前工業化時代の都市住民の場合，拡大家族形態は基本的に貴族，都市貴

族および富裕な商人といった狭い上層階級のあいだにしか見られない。そ

してここでも，平均して比較的大きな世帯共同体の原因となっているのは，

なによりもまず奉公人である。広範な商工業を営む大衆のあいだでは，多

世代家族形態と拡大家族形態はめったに見られなかった。農…民の家族経営

とは違って，手工業者の家族経営には隠居の制度は存在しなかった。ここ
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では核家族集団の拡大は基本的に職人や徒弟や使用人によって生じたので

あって，同居親族によってではなかった。都市の下層民にはそのような家

族形態も欠如していた。その代わりにここでは，親族でない他の人々との

同居がより大きな役割を演じていた。

　こうした状況を考慮するなら，前工業化時代には多世代の生活共同体と

しての大家族が支配的であったと言うことは確かにできない。農民社会に

限ってみても，こうした見方は西ヨーmッパおよび中部ヨーロッパの多く

の地域にっいては妥当しない。古い時代につくられた住民名簿が時には比

較的大きな世帯共同体を証明しているとしても，そこに見られるのは多種

多様な家族構成であって，決して親族が同居している家族だけではない。

専門的論争が直系家族か核家族かという問題に一面的に集中してきたため

に，こうした形態の多様性への視野は大幅に遮られてきた。工業化の時代

にそういった諸々の形態の同居家族は根本的な変化をこうむった一一一とい

っても，それは工業化の過程それ自体だけによるのではないが。

工業化の作用

　前工業化時代には家族そのものがほとんど唯一の生産共同体であった。

このことは農業にも手工業にも同様に当てはまる。大経営形態をとった労

働組織は基本的に鉱山業と建築業にしか存在しなかった。もちろん前工業

化時代の早い時期から存在した生産機能をもたない家族としては，農村と

都市の大勢の日雇労働者が考えられる。工業的大経営の生成によって，生

産機能をもたない家族は大量現象となった。官僚化の進行も同じ方向に作

用した。生産共同体としての家族は通則から例外と化した。この発展は家

族の構成にとって決定的に重要であった。共同でなされる労働の役割分担

を遍じてっくりだされる結びっきは，今やなくなってしまった。とりわけ

これに該当する問題は，世帯移譲のさいの結婚の必要性と配偶者の死後

の再婚の必要性であった。特に農民の家では，だが手工業者の家でも大い

に，家長と家婦という二つの中心的な地位は常に埋められていなければな

らなかった。男やもめや寡婦が家族の長であることは稀であった。寡婦の

世帯は主として都市に見られる。この点に関して注圏に値するのは，家の

所有者と，店子またはそれ以外の従属関係において他人の家に住込んでい

る者一その数はなかんずく都市で多かった一一との相違である。家長ま
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たは家婦の地位に就いている者はすべて，前工業化社会では一般に結婚し

ていなければならなかった。この時代における再婚や三度自の結婚の〔高

い〕比率は，このことから説明がっく。前工業化期の家を所有している家

族には，通常その核としての夫婦一一それゆえに二人の人間から成る基本

要素一が存在していた。今日かなり広く見られる単独世帯はほとんど見

られなかった。というのは，一人身になったままでいるという現象そのも

のが，「不完全家族」とまったく同様に，希有なことだったからである。

そのような形態は基本的に間借人たちに限られていた。工業化ないしはそ

れに伴って進行した近代化過程の帰結は，核家族ではなく，中心的な役割

の二人の担い手を再三再四補充せねばならぬ強制的必要性がもはやなくな

った「不完金家族」の起こる可能性の増大であった。圧倒的多数の家族が

生産機能を解除されたことが，こうした発展の背景であったと考えられる・

　とりわけ農業社会の，また部分的には都市社会における家族経済的秩序

を特徴づけているのは，少なくとも一人の子供が相続人として家に留まる

ということである。このような生産関係にあっては，両親と子供から成る

集団が支配的な家族構成として現われる。これにたいして個々人が家の外

に職業を見出すようになると，その結果すべての子供が両親のもとを離れ

ることになる。そのさい新しい土地に住みつく可能性があるような場合は

特にそうである。平均寿命が紳びるにっれて，両親が子供と別れて暮らす

期間は長くなる。そのような子供が巣立った後の夫婦だけから成る家族の

増加は，最近における家族の発展の典型的な特徴であり，これはとりわけ

工業化の過程とも結びっいている。

　生産機能喪失のもう一つの側面は，使用人の減少ないし消滅である。共

同体としての家族が一定の仕事をやりこなさなければならなかった限り，

常に一一定蟻の労働力を配置しておくことが必要であった。これは，一方で

はその家の子供たちによって，他方では下男や下女によって保証されたの

である。

使用人と家族規模

　個々の家共同体ならびに人日全体に占める使用人の比率は，前工業化時

代にはかなりのものであった。それは平均して7から15パーセント程度で

あった。19世紀末と20世紀初頭にその比率は全般的に激減した。使用人の
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減少は，最近における平均的世帯規模縮小の重要な契機である。

　使用人は年季があけてはじめて結婚することができた。自分の子供と～

緒に雇主の家族のなかで暮らす既婚の下男や下女は，中部ヨーロッパおよ

び西ヨーuッパの近世の史料を調べてみても，まったく稀にしか見出され

ていない。したがって，使用人奉公の期間と平均的な結婚年齢とにはっな

がりがある。これに関する若干のデータは，またもや一方の中部ヨー一　esッ

パおよび西ヨーuッパと，他方の東ヨーロッパとの，璽要な構造上の相違

を指示しているように思われる。東ヨーロッパにおける低い結婚年齢は，

使用人，なかんずく女の奉公人が少ないことと相互に関連している。ヨー

ロッパを特徴づける結婚パタv・一‘．ンには，明らかに長期間の使用人奉公が対

癒している。だが旧ヨーロッパ社会では，奉公は常に同時に修業でもあっ

た。だから特殊な「ヨーuッパ的結婚パターン」が奉公と修業の年限に及

ぼした影響は，西ヨーロッパおよび中部ヨーロッパの特殊な発展全体の包

括的な社会文化的関連のなかへ位置づけられるであろう。

大家族は子だくさんのせいか

　工業化以前の家族規模にっいての誤った評価が出てきたのは，当時の子

供数に関する判で押したような謬見のせいでもあった。例えばたくさんの

子供たちに囲まれたマリア・テレジァといったような，支配層に属する人

物の家庭生活を題材とした有名な絵画は，この点で完全に間違った印象を

与えている。同じく系図（っいでに言えば，市民層や農民層のそれをも含

む）に記された度重なる出生も，家族内の子供の数にっいての実像を伝え

てはいない。絵画でおなじみの上層階級の状態は，全体を代表しえるもの

ではない。なぜなら，統計的研究が到達した驚くべき結果によれば，これ

らの人々のあいだでの出生間隔は例えば農民や手工業者の場合よりもかな

り短かったからである。この現象は，17および18世紀には上層階級のあい

だに子供を母乳で育てる習慣がなかったことと関連づけられる。乳母によ

る養育は出生間隔の短縮という結果をもたらした。広範な住畏大衆のあい

だで平均的な出生間隔がおよそ2年であったのは，貧弱な受胎能力のため

なのか，それとも授乳期間中の禁欲によるものなのかは，決めかねる。引

延ばされた出生間隔と相対的に高い結婚年齢とに制約されて，当時例えば

農民の妻は，その妊娠可能期の最後まで生きたとして，8人以上の子供を
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出産することはほとんどなかった。乳児と子供の高い死亡率を考え合わせ

るなら，生きのびることができたのは多分4人か5人と見積ってよいであ

ろう。最初の妻が早くに死んだような場合には，もちろん第二，第三の妻

からさらに子供が生まれた。だが，系図上の子供数は，別の点でも家にい

る子供の実数とは一致しない。息子たちはしばしば10歳か12歳で，時には

それ以前に家から出された。娘たちは大抵これよりも少し遅れて使用人奉

公に出た。

　したがって，下の子供たちが生まれる頃には，上の子供たちはとっくに

家を出てしまっているということがよくあった。これに関しては，農民と

手工業者とのあいだで相違が看取される。農家では労働力需要はなにより

もまず自分の子供たちによって賄われたので，ここでは実際に両親と同居

する子供の数は多くなった。ところが，都市の商工業者の場合はそうでは

なかった。そもそも都市社会ではすでに前工業化時代から子供数は少なか

ったとみなされている。だから確かに，都市化の進行と人口全体に占める

農民の比率の低下は，平均的な子供数の減少ならびに家族規模の縮！jxをも

たらしたのである一一といっても，しばしば想像されている程にではない

が。

　古い時代の家族が子だくさんであったという観念は，多世代家族の内に

は一般に老人が扶養されていたという観念と類似の現実的背景をもってい

る。19世紀に平均寿命が伸びると，農民の隠居鋼が多くの地方で飛躍的に

増加し，それによってこの制度は量的にも老人扶養にとってより大きな意

義を獲得した。これとまったく同様に，当時，生殖パターンは元のままで

あったのに子供の死亡率が低下したため，生きのびる子供の数は著しく増

加した。同時に普通教育義務と使用人奉公の機会減少の結果，子供たちが

両親の家に留まっている期間は延長された。けれども，こうした両親と同

居する子供の相対的多さは過渡的現象である。確かにそれは前工業化時代

全体を特徴づけるものではなかった。そのような現象をf健全な」家族生

活の「自然的」定数として引合いに出し，もって現代においてめでたい子

供の誕生が減ったことを道徳的に裁断することは，前工業化時代に広く分

布していたといわれる大家族から，家族団体における老人扶養の社会政策

のモデルを導き出すのとまったく同様に，イデrt　”ギー的である。
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構造変化の諸傾向

　上に大筋を述べた変化の過程を概観するなら，次のように欝うことがで

きる一一最近の歴史的発展が進むなかで実際に家族規模の一定の変化が起

こった，がしかし決定的な変化ではなかった。この変化の背景としては，

工業化以外に，部分的にはそれよりもずっと早くに始まっていた別の近代

化過程，っまり都市化と官僚化を挙げねばならない。もちろん家族規模の

縮小といった純数鍛的な現象をこの変化の決定的契機とみなすことは，まっ

たく不十分な把握である。重要なのはむしろ人的構成の変化で，その背後

にはまた家族の機能変化の過程がある。大家族から小家族への一般的な発

展は問題になりえない。いわんや多世代が同居する親族団体から孤立した

核家族への一般的推移を想定する家族社会学の進化モデルは，全然問題外

である。一方で，古い時代の家共同体を大規模なものにしていたのは，別

の構造的特徴，例えば使用人またはその他の非親族者との同居である。し

かも他方，現代の「完全な」核家族は決して唯一決定的な家族構成ではな

い。これ以外に例えば，様々な形態の「不完全」家族，一一人身になった者

の単独世帯，岡棲カップルが考えられる。

　全体として，現代になると家族的共同生活の可能な形態の範囲は広がっ

た。家族の様々な機能の移譲によって，それらの機能のゆえに必要であっ

た結びっきは，家族構成に関してはなくなってしまった。この点で特に重

要なのは，家族が生産共同体としての機能を解除されたことである。もち

ろん社会の価値評価は，こうした変化にたいしてそれにふさわしい考慮を

払っていない。歴史上の家族形態に含まれていたあめ役割補充の強制によっ

て，社会の意識はなかなか払拭することのできない影響を受けた。例えば

結婚しない人や子供をもたない人にたいする評価は，こういう観点から眺

められるべきである。家長：および家婦の役割が必然的に結婚を前提条件と

し，他方でやもめとなった人や独身者が一般に従属的な状態で暮らしてい

た世界においては，結婚している人たちに高い威信が与えられているのも

納得できる。だがそのような考えを現代の状況に適用し，それを基準に例

えば独身の職業婦人を評価することは，完全に時代錯誤である。農業が支

配的な社会における多産性の高い評価は，機能的な背景をもっている。今

日の自発的あるいは非自発的な，子供のない抹態をまったく同じように評
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姫することは，その間に生じた家族機能の根本的な変化を見過ごすことに

なる。男子に重きを置いたり，現代でも広く見られる家系を絶やすまいと

する考え方は，そのような意識の遺物に属する・そうした伝統的な価値規

準を引継ぎかっ次に伝えることは，確かに問題を孕んでいる。因習的な不

平等を固めることになるからである。そしてそれは，歴史的発展を通じて

獲得された，個人的な生活スタイルの可能性と共同生活の諸形態との自由

な選択範囲を十分に活用するのを，妨審することになるのである・
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　本稿はMichael　Mitterauer，　Der　Mythos　von　der　vorindusもriellen

GroBfamilie，　in：Michael　Mitterauer／Reinhard　Sieder，　Vom

Patriarchαt灘Partnerschaft’翫贋St・rukt・urwan・del　der　PαmiZie

（2．，neubearbeitete　Auflage　1980），　S．38－－63の邦訳である。ミヒャエ

ル・ミッテラウアーはウィーン大学の経済社会史研究所の教授，かれの弟
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子であるラインハルトeジーダーも同研究所の助手である（1980年現在）。

翻訳にさいしてはKarla　OosterveenとManfred　Hδrzingerによる

英訳（The　Europe侃FamilPt’Pαtriαrchy　to　Partnersゐip／rom　the

Middle　Ages　to　the　Present，1982）を参照した。

　この『家父長制からパートナーシップへ』の初版が出たのは1977駕で

あるが，その前年にK．トーマスは，E．シ1一ターr近代家族の形成』
　　　ぐ1｝
　（1975年）の書評の冒頭で，70年代半ばにおける家族史研究の目ざましい

高揚ぶりを次のように語っている。「15年前には，家族史を研究する者な

どはほとんど誰もいなかった。ところが今では，これほどふんだんにエネ

ルギーとお金とコンピューター使用時間が費やされている題冒は考えにく

い。フランスやアメリカの歴史家，そして一かれらほどではないけれど

も一イギリスの歴史家が会合を開くとき，話の種になるのはマグナ・カ

ルタとかフランス革命ではない。それよりもむしろ，かれらを熱中させる

のは，結婚年齢世帯の構造，子供の養育，家族規模，相続制度といった

話題である。こうした関心の方向転換はまことに好ましいことである。と

いうのは，これらの問題は，われわれの祖先の生活にとって中心的な事柄

であったが，悲しいかな，あまりにも長いあいだ無視されてきたからであ
　ぐ2〉

る。」またL、ストーンの計算によれば，1972－76年にフランスとイギリ

スとアメリカ合衆国で発表された家族史関係の著書・論文の数は802点に
　　　　　　　ぐ3）
ものぼっている。

　ところで，社会史の不可欠の構成部分としての家族史の研究は，フラン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4ラ
ス，イギリス，アメリカ合衆国では50年代末から60年代にかけて始まった。

だがドイツ語圏において家族史が社会史の中心的な研究テーマの一つにな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く5ラったのは，これらの国々に比してかなり遅れていた。

　戦後間もなくして西ドイツでも社会史的な研究方向が勢力を得てくるが，

それが家族を自己の重要な研究テーマとして取上げることはっい最近まで

ほとんどなかった。この国における社会史研究は，もっぱら政治史の社会

的諸前提を問うとか，あるいは一一社会的諸関係そのものが認識目標であ

る場合は一階層・階級・政党または社会運動といったマクロ構造的諸関

係を明らかにすることに限られていた。この社会史の側から家族史研究の

進展に強い刺激を与えたのはハイデルベルク大学の「近代社会史研究会」

で，この研究会から生まれた成果の一っである論文集『ヨーロッパ近世に
　　　　　　　　　　　　｛6ラ
おける家族の社会史』（1976年）は，ドイツ語圏における家族研究と人口

学の現状を傭畷せんとした試みである。
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　ドイツ語圏において歴史的家族研究の興味深い出発点を提供したのは，

民俗学であった。この点で特筆されるべき研究はルドルフ・ブラウンの
　　　　　　　　　　　　　て7）
『工業化と民衆生活』（1960年）である。かれは，民俗学の諸問題を経済

史や社会史のそれらと結びっけて究明し，そのさい家族に重要な位置を付
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご8）
与した。ヘルムート・メラーr18世紀の小市民家族』（1969年）は，歴史

的な史料研究に基づきながら，社会科学の理論を部分的に受容することに

より，学際的な傾向を広げようとした。それに続いて民俗学の側から，ド

イツにおける包括的な家族社会史を叙述せんとする最初の試みが現われ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く9〉
た。インゲボルク・ヴェーバーケラーマンの『ドイツの家族』（1974年）

がそれである。

　さて，ミッテラウアーとジーダーが所属するウィーン大学では70年代初

めに本格的な家族史研究が開始されるが，その理由の一端は大学の研究

領域の外にあった。っまり決定的なきっかけとなったのは，高等学校で

の社会科教育（Sozialkundeunterricht）のための学問的土台を創りだす

という要請であった・そしてこれに応えるために，雑誌《＆話r㎏θxar

Historischen　Soxialkunde》（BHS，が，社会科研究会の編集によってウ

ィーン大学経済社会史研究所から発刊されることになった。実は『家

父長制からパートナーシップへ』に収められた諸論稿は，一っを除いてす

べて元々は独立の論文として同誌に発表されたものである。これらの論文

は一一いま述べたような雑誌の性格からして一一脚注をいっさい含んでい

ない。論文に手を加えて書物にしたさいにも，著者たちはこの点に関して

はもとの形を踏襲した。しかし，これを補うために巻末にはかなり詳細な

文献E］録が付されており，本書の「第こ二版への序文」によれば，その分量

は一一一最近における家族史研究の急速な発展を反映して一一初版のときの

2倍以上に増えたと雷われている。

　本書には全部で8篇の論文が収録されているが，それらの執筆者と表題

は次の通りである（但し，Mはミッテラウアー，　Sはジーダーを表わす）。

　M　歴史的社会形態としての家族（Die　Familie　als　hisorische　S◎zial－

　　　form）

　M　工業化以前の大家族にっいての神話

M　近代的家族周期への発展（Die　Entwicklung　zum　m◎deme捻Fami－

　　　lienzyklUS）

　M　家族の機能喪失か（Funkti◎nsverlust　der　Familie？）

　S　家族のなかの青少年（Der　Jugendliche　in　der　Familie）
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　S糸吉女昏，蟹三殖，†生（Ehe，　Fortpflanzung　und　Sexualitat）

　S　老化の諸問題と家族の構造変化（Probleme　des　Alterns　im　Strul〈．－

　　　turwandel　der　Familie）

　M　家族経済と老人扶養（Familienwirtschaft　und　Altenversorgung）

　以上，簡単ではあるが、『家父長制からパートナーシップへ』の解題を

行ってきた。最後に，上記8論文のまえに置かれた「序論」（Zur　Ein－

f漁rung）を以下に訳出し，もって著者たちの姿勢と意図をよりよく理解

するための一助としたい。

序　　論

　誰にとっても家族は直接に体験されるものである。だから，自己の

経験に基づく印象や観念に左右されずに，家族を専門的研究の対象と

することは不可能である。また読者の個人的な体験や問題に訴えかけ

ることなしに，家族について書くことも不可能である。いわば局外者

として家族の問題を扱うことなどできないのだ一一著者としてであれ

読者としてであれ。

　テーマが個人的な事柄に係わっているということは，チャンスとリ

スクを同時に含んでいる。一一方では，まさにテーマのそうした性格の

ゆえに強い関心が引起こされるであろう。他方では，家族の問題はふ

つう個々人の感情を強く刺激する面をもっている。家族・結婚・教育

といった問題に関する意見は，政治や世界観上の立場と結びっいてい

るのである。歴史家の独自な課題は，見たところ「自然的」で超歴史

的と思われる家族的共同生活の諸形態がいかに生成し，どのように変

化するかを示すことであるが，この場合こうした仕事は，時には個人

的な見解の特に傷つきやすい領域に関係することもありうる。

　しかし，本書の著者たちにとって，不安や疑問をかきたてることが

自己目的なのではない。過｛茨における〔家族がもっていた〕機能上の

諸関連を知ることによって、現代の諸問題をよりよく判断することが

できるかどうか，これが問題なのである。具体的に言えば，こうであ

る。例えば，両性の役割の理想像，老人扶養，家庭と職業における婦

人の地位等々といった問題の歴史的起源を探ねることによって，これ

らの問題にたいしてはっきりと態度を決めることができるのであろう

か。歴史的次元を加味して考えることは，性行動や子供の養育といっ
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た問題領域においてもっとしっかりした見地に達するうえで，資する

ところがありうるのだろうか。歴史家は，自分の観点から家族的共同

生活形態の必然的な変化に人々の注意を向けさせたり，あるいはもし

かしたら選択肢としての諸々の家族形態を歴史的な視点から評価する

ことまでもできるのだろうか。

　著者たちは，現代的関心に導かれた家族の社会史は最終的にそうす

ることができるにちがいない，という意見である。本書に収録された

諸論文は，こうした方向にむけて第一歩を踏み出そうと努めている。

　歴史家は自分だけでもって，前述の現代的問題にたいしてより良い

指針を与えることに寄与できるものではない。この点で社会史は他の

社会諸科学との協力に頼らざるをえない。アクチュァルな問題分野の

選択にしても，理論構成やモデル構成の体系的部分にしても，そのか

なりのものは社会科学の側に由来するのである。

　それゆえに，現代的関心に導かれた家族史研究の試みはすべて，歴

史学とその他の社会諸科学とのまったく和解しえない緊張関係の真只

中に立っことになる。本書に収められた諸研究も，こうした対立に係

わる一般的な問題の多くを免れていない。類型や推移傾向の叙述は，

時々事実を単純化して種差や偏差をかなり無視しているため，歴史家

には時折あまりにも粗削りであると思われ，社会学者にはあまりにも

雑然としていると思われるかもしれない。時々抽象度の高くなる叙述

は，個別的な事例〔の闊入〕によって繰返し分断されている。社会科

学の専門用語が一一T」では必要であるが，他方ではそれは必ずしも歴史

的諸関係に十分に適用しうるものではない。歴史家にとってみれば，

多分それは異常に形式化された用語だということになろう。

　著者たちは，当該テーマに関する社会科学上の全文献を通観すると

いう点では，確かに不十分なことしか為しえていない。それにもかか

わらず社会科学の諸理論の批判的解説を時々行っているのは，まさに

この家族という問題領域において差迫って必要だと思われる学際的な

議論への刺激を与えんがためである。

　これまでのところ歴史学は，家族iの構造上および機能上の変化を不

十分にしか研究してこなかった。手にしうる文献は，地域的な特殊性

に的を絞りすぎているために妥当性をもった概i説的叙述には利用しに

くいものか，または出生数・結婚数・死亡数の変化もしくは世帯や家

族の平均的規模の変化を一そうした変化を生じさせた社会構造上の
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前提条件や，その変化が家族生活の質的側面に及ぼした影響を不問に

付したまま一叙述することをもって事足れりとしているものばかり

である。

　以下に所収の諸論文の一部はrオーストリア学術振興基金」の研究

プロジェクトの一環として著者たちが3年前から共間で行ってきた研

究に基づいている。

　収録された諸論文の叙述方針は，現代の問題に照準を合わせて，い

くっかの時期にまたがる縦断面図を描くことであって，年代記風の記

述を行うことではない。このことは内容上の目標設定からして当然で

ある。っまり，過去の分析から現代と未来の指針を得ようとすれば，

現代の問題にっながってくる発展の糸を浮彫りにすることが必要不可

欠なのである。

　本書における縦断面図の叙述は，時間的にも空聞的にも限定されて

いる。基本的に中世およびわれわれの今日の状態の直接の前史である

近世の中部ヨーmッパの歴史的発展を詳しく論じたのは，意図しての

ことである。直接われわれの現代と未来に照らして原始時代や古代地

中海文化の家族関係を解釈するといった類の叙述を，著者たちは意識

的に差控えてある。歴史の初期段階には「母権制」文化が存在した

という想定に基づくグローバルなモデルにっいては，とりわけそうで

ある。そうしたモデルは方法論的に疑問が多く，現代における指針を

見出すうえでも得る所が少ないように思われる。

　以下の諸研究は主として，根本的に家族経済に立脚する前工業化時

代の社会秩序から，家族がほとんどの場合もはや労働組織の基礎を成

していない工業社会への移行過程における変化を問題にしている。こ

うしたマクロ史的な構造分析の枠内で様々な発展傾向が明らかにされ

る。最も重要な傾向は疑いもなく家族における権威の構造の変化であ

る。それは親子の関係と同様に夫婦の関係にも及んでいる。一般的な

民主化傾向のなかで生じた家族内の変化と社会的変化との最も璽要な

関連が見られるのも，ここにおいてである。『家父長制からパートナ

ーシップへ』という本書の表題も，こういう次第で選ばれた。

　この論文集は，家族概念の限定の問題ならびにヨーロッパの家族形

態の類型論から始まる。そして家族構成・家族規模および家族周期の

変化の問題から，家族の機能変化の間題へと移っていく。家父長的家

族構造は，それがいかに社会的諸関係によって条件づけられていたか
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という観点から論じられるe本書の後半部は，こうした点を引続きよ

く考えながら，家族内部の諸関係を扱っている。まず最初は家族にお

ける爵少年の位置，次に夫婦の関係，そして最後に老人の境遇の歴史

的変遷が問題にされる。

　本書に収録された個々の論文は，最初ウィーン大学経済社会史研

究所の歴史社会科研究会（Arbeitsgemeinschaft　f恥historishe

Sozialkunde）の編集になる雑誌《Beitぬge　zur　historischen
lSOzialkunde》に独立の論文として発表された。これらの論文は本書

　への再録にあたって相当に手を加えられ，新しい論文が一つ補充され

　た。だが，注を付けずに，さらに学ぶための手引となる文献を付録で

指示した概説的叙述という元の形態は，そのまま保持された。著者た

　ちはそうすることによってできるだけ広範な読者層に語りかけること

ができるだろうと期待し，また本書の成功の程はこれが専門家以外の

人々によってもどれだけ広く読まれるかで測られると考えている。

ウィーン　1976年9月 ミヒャエル・ミッテラウアー
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